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役務説明書

役務名 山本通山本跨線橋階段工構造検討業務
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積　算　額 円也
     一 金

積 算 額 の 100/110 円

・ 階段工構造検討　　　　　　　　　　一式

 ２．履行場所

札幌市厚別区厚別西１条１丁目

 ３．履行期間

　 契約締結日から令和６年３月25日までとする。

 ４．仕様書及び特記仕様書

 ５．着手

受託者は、本業務を実施するにあたり着手前に内容の詳細について、委託者と十分協議し、次の書類を提出するもの

とする。

（1）業務日程表（役務履行計画書）

（2）主任設計者等指定通知書及び経歴書

 ６．完了

受託者は、本役務の完了後、速やかに次の書類を提出するものとする。

役 務 説 明
 １．役務の概要

役務名　山本通山本跨線橋階段工構造検討業務

一 金

(1) 「札幌市土木設計業務共通仕様書」、「札幌市土木工事標準設計図集」、

　　札幌市電子納品運用ガイドライン（案）[土木業務編]、その他関連する仕様書、要領、指針によることとする。

(2) その他の事項については、別紙特記仕様書による。

（1）完了届

（2）成果品一式



特記仕様書 

【山本通山本跨線橋階段工構造検討業務】 

１ 業務目的 

札幌市では、札幌圏都市計画道路 3･3･83 山本通の整備事業を実施しており、それに関連して 

・「平成 28年度 防災・安全交付金事業 3・3・83 山本通山本跨線橋橋梁実施設計」 

・「令和 2年度 防災・安全交付金事業 3・3・83 山本通山本跨線橋(既設橋)橋梁実施設計」 

・「令和 2年度 地方道路等整備事業 3・3・83 山本通山本跨線橋(新橋)橋梁修正設計」 

を過去に実施し、完了している（山本跨線橋のうち新橋は既設橋横に建設し、既設橋は原位置で

改築を予定）。 

山本跨線橋（既設橋・新橋）に取付計画の階段工４基のうち１基（北西側）について、上記の

平成 28 年度実施設計により設計は完了しているものの、この度、関係者協議の関係から、構造

変更（山本跨線橋下の鉄北線を、歩行者が横断しない構造）の検討を行うこととなった。 

本業務では、後年度にて詳細設計を行うことを想定し、以下の設計計画に示す条件に対して構

造成立性を確認するとともに予備設計に準ずる成果の作成までを想定している。 

２ 着手日 

   本業務の着手日は令和 5年 11 月 20 日を予定している。 

３ 業務箇所 

   札幌市厚別区厚別西１条１丁目 

４ 橋梁諸元（山本跨線橋本体） 

 ＰＣ橋部（一般部） 鋼橋部（跨線部） 

橋 長 Ｌ＝276.90m 

幅 員 Ｂ＝12.845m 

上部工 ＰＣポステン中空床版橋 コンクリート合成床版橋 

支間長 

2@26.175m+2@25.4m+25.55m+2@25.6m 

支間長 

28.25m+35.00m+28.25m 

下部工 逆Ｔ式橋台、張出式橋脚 逆Ｔ式橋台、張出式橋脚 

基礎工 鋼管ソイルセメント杭 鋼管ソイルセメント杭 



５ 業務内容 

 階段工構造検討 

ア 設計計画 

  「札幌市土木設計業務共通仕様書」に準拠し、業務計画書を策定すること。 

階段工の既存設計に対して、以下の条件を満たすような構造変更が可能か検討し、その結果

を示すこと。 

・山本跨線橋下に階段工乗降口を折込む形状、かつ鉄北線を歩行者が地上で横断不要となる

形状とすること 

・既に設計済の山本通跨線橋本体の構造に影響が生じないこと 

・地下埋設物（下水道管）等と近接する箇所の適切な離隔を確保すること（地下埋設物の移

設は極力行わない） 

・既存道路や階段工の建築限界を確保すること 

イ 設計計算 

  階段工の設計計算については、主要点（桁最大モーメント又は軸力等の生じる箇所）の概略

応力計算及び概略断面検討を行った上で支間割、断面形状等の決定を行うものとする。基礎工

については、震度法により、躯体及び基礎工の形式規模を想定し、概略の応力計算及び安定計

算を行う。 

ウ 設計図 

  一般図（平面図、側面図、主要断面図）を作成し、既設構造物及び計画構造物等（道路の建

築限界、山本跨線橋本体など）との位置関係が分かる寸法を記入する。 

エ 概算工事費算出 

  概算数量を求め、概算工事費を算定する。 

オ 照査 

  設計方針、設計手法、設計図等の設計内容が適切であるかの照査を行うこと。 

カ 報告書作成 

業務内容について、業務の方法、検討過程、結論について記した報告書を作成するものとす

る。 

キ 現地踏査 

   本施設は現場条件に応じて検討する必要があるため、現況の利用状況・道路施設等を確認す

ること。 

 打合せ 

打合せは以下の回数を予定するが、必要に応じて打合せ回数を増減する。なお、主任設計者

は全ての打合せに出席すること。 

    ・業務着手時（１回）、成果品納品時（１回）、中間（３回）：計５回 



６ 成果品 

 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終

成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「札幌市電子納品に関す

る手引き［土木業務編］：（以下、「手引き」という。）」に示されたファイルフォーマットに基づ

いて作成されたものを指す。 

 成果品は、「手引き」に基づいて作成した電子データを電子媒体（CD-R 等）で 2 部提出する。

「手引き」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、

「手引き」の解釈に疑義がある場合は担当職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。 

   なお、電子納品の運用にあたっては、「手引き」に基づいて行うものとする。 

 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないこと

を確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。 

 電子媒体のほかに、用紙に出力したものについても納品すること 

・報告書：２部 

７ 貸与資料 

 ・「平成 28 年度 防災・安全交付金事業 3・3・83 山本通山本跨線橋橋梁実施設計」成果品 

・「令和 2年度 防災・安全交付金事業 3・3・83 山本通山本跨線橋(既設橋)橋梁実施設計」成果品 

・「令和 2年度 地方道路等整備事業 3・3・83 山本通山本跨線橋(新橋)橋梁修正設計」成果品 

 ・既設下水道管（Φ1350）竣工図書一式 

 ・その他、担当職員が業務履行上必要と認める資料 

８ 主任設計者及び照査技術者に資格要件 

 ・本業務の主任設計者および照査技術者については別紙に示す資格要件を満たすものとする。 

９ 合同現地踏査の実施について 

   受託者が希望する場合、担当職員と協議の上、受託者及び委託者合同で現地踏査を実施するこ

とができる。実施を希望する場合は、業務着手後速やかに担当職員と協議を行うこととし、合同

現地踏査に関する費用は設計変更にて計上するものとする。 

   合同現地踏査を行った際には、確認事項等を打合せ記録簿に記録し、内容について、受託者及

び委託者で確認を行うこと。なお、設計内容に追加や変更が生じた場合は、担当職員と協議の上、

設計変更の対象とする。 

10 スケジュール管理表の活用 

   受託者が希望する場合、担当職員と協議の上、スケジュール管理表（様式自由）を活用するこ

とができる。活用する場合は、業務工程について業務スケジュール管理表を作成し、担当職員の

承諾を得ること。また、業務期間中はスケジュール管理表を適宜更新し、業務の進捗状況等につ

いて、定期的に担当職員と情報共有を行うこと。なお、業務完了の際には、最終更新した業務ス

ケジュール管理表を提出するものとする。 



11 その他 

 受託者は、この契約による業務を処理するにあたって個人情報を取扱う事となった際には、別

記「個人情報の取扱いに関する特記事項（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・

道路維持除雪用）」を守らなければならない。 

 受託者の不注意によって生じた費用及び第三者へ損害を与えた場合は、受託者の責任において

負担すること。 

 本業務の目的を達成するため検討事項の追加などが必要となる場合は設計変更の対象とする

こととし、詳細は担当職員と協議を行うこと。 

 業務を履行する過程で疑義が生じた場合は、担当職員と協議の上、その指示を受けること。 



特記仕様書（橋梁設計） 別紙

1.本業務の主任設計者及び照査技術者は、下記の条件を満たす者とする。
①主任設計者は、下記資格要件分類表の（Ⅲ）の要件を満たす者とする。
②照査技術者は、下記資格要件分類表の（Ⅱ）の要件を満たす者とする。
2.技術士またはＲＣＣＭの資格保有者とは、登録していることを条件とする。
　業務着手時に、資格者であることを証明できる書類（登録証の写し）を提出すること。
　なお、資格要件（Ⅰ）で技術士の場合は、専門科目が証明できる書類（登録証明証の写し）を提出すること。

資格要件分類表

主任設計者 照査技術者

資格要件（Ⅰ）

資格要件（Ⅱ）

資格要件（Ⅲ）

技術士（建設部門、総合技術監理部門－
建設）、ＲＣＣＭ（別表１）のいずれか
の資格保有者、又は建設コンサルタント
等業務について（大学・短大・高専卒20
年、高卒22年、その他25年以上）実務経
験を有する者。

技術士（建設部門、総合技術監理部門－
建設）、ＲＣＣＭ（別表１）のいずれか
の資格保有者。

資格要件（Ⅳ）

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）
のいずれかの資格保有者、又は建設コン
サルタント等業務について（大卒13年、
短大・高専卒15年、高卒17年以上）実務
経験を有する者。

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）
のいずれかの資格保有者。

要件分類
資　　格

技術士（建設部門－鋼構造及びコンクリート。総合技術監理部門－建設－鋼構造
及びコンクリート）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）のいずれかの資格保
有者。

技術士（建設部門、総合技術監理部門－建設）、ＲＣＣＭ（鋼構造及びコンク
リート、道路）のいずれかの資格保有者。

別表1
河川、砂防及び海岸・海洋　
港湾及び空港　
道路
鉄道　
造園　
都市計画及び地方計画　
鋼構造及びコンクリート　
トンネル　
施工計画、施工設備及び積算
建設環境

別表２
建設、総合技術監理－建設 （科目問わず）
上下水道、総合技術監理－上下水道 上水道及び工業用水道、下水道
農業、総合技術監理－農業 農業土木
森林、総合技術監理－森林 森林土木
水産、総合技術監理－水産 水産土木
応用理学、総合技術監理－応用理学 地質

別表３
河川、砂防及び海岸・海洋　
港湾及び空港
電力土木　
道路
鉄道
上水道及び工業用水道
下水道
農業土木
森林土木　
造園　
都市計画及び地方計画
地質
土質及び基礎　
鋼構造及びコンクリート
トンネル
施工計画、施工設備及び積算
建設環境
水産土木

ＲＣＣＭ

ＲＣＣＭ

技術士
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【別記】 

個人情報の取扱いに関する特記事項 

（工事・当初から個人情報の取扱いを委託しない設計等・道路維持除雪用） 

 （個人情報の保護に関する法令等の遵守） 

第１条 受注者（受託者）は、本工事（業務）を施工（履行）するに当たって個人情報を取

扱うこととなった場合は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以

下「個人情報保護法」という。）、個人情報保護委員会が定める「個人情報の保護に関する

法律についての事務対応ガイド（行政機関等向け）」（以下「事務対応ガイド」という。）、

「札幌市情報セキュリティポリシー」等に基づき、この個人情報の取扱いに関する特記事

項（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない。 

 （管理体制の整備） 

第２条 受注者（受託者）は、個人情報（個人情報保護法第２条第１項に規定する個人情報

をいう。以下同じ。）の安全管理について、内部における管理体制を構築し、その体制を維

持しなければならない。 

 （管理責任者及び従業者） 

第３条 受注者（受託者）は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を定め、書面

（当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。）により発注者（委

託者）に報告しなければならない。 

２ 受注者（受託者）は、個人情報の取扱いに係る保護管理者及び従業者を変更する場合の

手続を定めなければならない。 

３ 受注者（受託者）は、保護管理者を変更する場合は、事前に書面により発注者（委託者）

に申請し、その承認を得なければならない。 

４ 受注者（受託者）は、従業者を変更する場合は、事前に書面により発注者（委託者）に

報告しなければならない。 

５ 保護管理者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう従業者を監督しなければな

らない。 

６ 従業者は、保護管理者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。 

 （取扱区域の特定） 

第４条 受注者（受託者）は、個人情報を取り扱う場所（以下「取扱区域」という。）を定め、

書面により発注者（委託者）に報告しなければならない。 

２ 受注者（受託者）は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により発注者（委託者）

に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 受注者（受託者）は、発注者（委託者）が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情

報を定められた場所から持ち出してはならない。 



 （守秘義務） 

第５条 受注者（受託者）は、本工事（業務）の施工（履行）に伴い直接又は間接に知り得

た個人情報を第三者に漏らしてはならない。 

２ 受注者（受託者）は、その使用する者がこの契約に係る事務を処理するに当たって知り

得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。 

 （下請契約（再委託）） 

第６条 受注者（受託者）が、本工事（業務）のうち、個人情報の取扱いに係る下請契約（再

委託）をする場合には、あらかじめ発注者（委託者）に書面により申請し、発注者（委託

者）から承諾を得なければならない。 

２ 受注者（受託者）は、前項の申請をする場合には、発注者（委託者）に対して次の事項

を明確に記載した書面を提出しなければならない。 

 (1) 下請契約（再委託）先の名称 

 (2) 下請契約（再委託）する理由 

 (3) 下請契約（再委託）して処理する内容 

 (4) 下請契約（再委託）先において取り扱う情報 

 (5) 下請契約（再委託）先における安全性及び信頼性を確保する対策 

 (6) 下請契約（再委託）先に対する管理及び監督の方法 

３ 発注者（委託者）が第１項の規定による申請に承諾した場合には、受注者（受託者）は、

下請契約（再委託）先に対して本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者

（委託者）に対して下請契約（再委託）先の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

４ 発注者（委託者）が第１項及び第２項の規定により、受注者（受託者）に対して個人情

報の取扱いに係る下請契約（再委託）を承諾した場合には、受注者（受託者）は、下請契

約（再委託）先との契約において、下請契約（再委託）先に対する管理及び監督の手続及

び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 前項に規定する場合において、受注者（受託者）は、下請契約（再委託）先の履行状況

を管理・監督するとともに、発注者（委託者）の求めに応じて、その管理・監督の状況を

適宜報告しなければならない。 

 （派遣労働者等の利用時の措置） 

第７条 受注者（受託者）は、本工事（業務）を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外

の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させ

なければならない。 

２ 受注者（受託者）は、発注者（委託者）に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及

びその結果について責任を負うものとする。 

 （個人情報の管理） 

第８条 受注者（受託者）は、本工事（業務）において利用する個人情報を保持している間

は、事務対応ガイドに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定める

ところにより、当該個人情報の管理を行わなければならない。 

 (1) 個人情報を取り扱う事務、個人情報の範囲及び同事務に従事する従業者を明確化する

こと。 



 (2) 組織体制の整備、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制

の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。 

 (3) 従業者の監督を行うこと。 

 (4) 個人情報を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の

取扱いにおける漏えい等の防止、個人情報の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄を行

うこと。 

 (5) アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止及び情報

漏えい等の防止を行うこと。 

 （提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止） 

第９条 受注者（受託者）は、本工事（業務）において利用する個人情報について、本工事

（業務）以外の目的で利用し、又は第三者へ提供してはならない。 

 （受渡し） 

第１０条 受注者（受託者）は、発注者（委託者）と受注者（受託者）との間の個人情報を

含む書類等の受渡しを行う場合には、発注者（委託者）が指定する方法による受渡し確認

を行うものとする。 

 （個人情報の返還、消去又は廃棄） 

第１１条 受注者（受託者）は、本工事（業務）の終了時に、本工事（業務）において利用

する個人情報について、発注者（委託者）の指定した方法により、返還、消去又は廃棄し

なければならない。 

２ 受注者（受託者）は、本工事（業務）において利用する個人情報を消去又は廃棄する場

合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及

び処理予定日を書面により発注者（委託者）に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 受注者（受託者）は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者（委託者）から立会いを求

められた場合は、これに応じなければならない。 

４ 受注者（受託者）は、前３項の規定により個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報

が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするの

に必要な措置を講じなければならない。 

５ 受注者（受託者）は、個人情報を消去し、又は廃棄した場合には、発注者（委託者）に

対してその日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録した書面で報告しなければなら

ない。 

 （定期報告及び緊急時報告） 

第１２条 受注者（受託者）は、発注者（委託者）から、個人情報の取扱いの状況について

報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。 

２ 受注者（受託者）は、個人情報の取扱状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定

めなければならない。 

 （監査及び調査） 

第１３条 発注者（委託者）は、本工事（業務）に係る個人情報の取扱いについて、本契約

の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者（受

託者）及び下請負人（再委託者）に対して、実地の監査又は調査を行うことができる。 



２ 発注者（委託者）は、前項の目的を達するため、受注者（受託者）に対して必要な情報

を求め、又は本工事（業務）の処理に関して必要な指示をすることができる。 

 （事故時の対応） 

第１４条 受注者（受託者）は、本工事（業務）に関し個人情報の漏えい等の事故（個人情

報保護法違反又はそのおそれのある事案を含む。）が発生した場合は、その事故の発生に係

る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者（委託者）に対して、当該事故に関わる個人情

報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者（委託者）の

指示に従わなければならない。 

２ 受注者（受託者）は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合に備え、発注者（委託

者）その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速

かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。 

３ 発注者（委託者）は、本工事（業務）に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合

は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。 

 （契約解除） 

第１５条 発注者（委託者）は、受注者（受託者）が特記事項に定める業務を履行しない場

合は、特記事項に関連する工事（業務）の全部又は一部を解除することができる。 

２ 受注者（受託者）は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、

発注者（委託者）に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 

 （損害賠償） 

第１６条 受注者（受託者）の責めに帰すべき事由により、特記事項に定める義務を履行し

ないことによって発注者（委託者）に対する損害を発生させた場合は、受注者（受託者）

は、発注者（委託者）に対して、その損害を賠償しなければならない。 
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　本積算書は､発注者の施工計画に基づいて作成した積算図書の
一部を､見積算定の参考として提示するもので､契約上､これを拘束
するものではありません｡

札幌市建設局土木部

令　和　５　年　度　施　行

役務積算書 (見積参考)

役務名 山本通山本跨線橋階段工構造検討業務



業務番号

項目

業務業務名

項目・工種・種別 単位 数量 数量増減 摘要

設計総括表（金抜き）

山本通山本跨線橋階段工構造検討業務 当    初 設計業務

道路構造物設計

道路構造物設計

式         1    

　橋梁設計

　 式         1    

　　階段工構造検討

　　 式         1    

　　打合せ

　　 式         1    

直接経費

式         1    

　直接経費

　 式         1    

　　旅費交通費

　　 式         1    

　　電子成果品作成費

　　 式         1    

直接原価

式         1    

直接経費及び間接原価（その他原価

式         1    

業務原価

式         1    

一般管理費等

式         1    

設計業務価格

式         1    

                                  札幌市- 1 -



業務番号

項目

業務業務名

項目・工種・種別 単位 数量 数量増減 摘要

設計総括表（金抜き）

山本通山本跨線橋階段工構造検討業務 当    初 消費税等相当額

消費税等相当額

消費税等相当額

式         1    

業務委託料

式         1    

                                  札幌市- 2 -



摘要規格

業務名

単位項目・工種・種別・細別

業務番号

数量

業務

項目

数量増減

設計内訳書（金抜き）

山本通山本跨線橋階段工構造検討業務 当　  初 設計業務

道路構造物設計

道路構造物設計

        1    式

　橋梁設計

　         1    式

　　階段工構造検討

　　         1    式

　　　階段工構造検討 【策定歩掛】

        1    式 内-1号

　　打合せ

　　         1    式

　　　打合せ 中間打合せの回数 3回

        1    式 内-2号

直接経費

        1    式

　直接経費

　         1    式

　　旅費交通費

　　         1    式

　　　旅費交通費(率計上)

　　　         1    式 内-3号

　　電子成果品作成費

　　         1    式

　　　電子成果品作成費

　　　         1    式 内-4号

                                  札幌市- 1 -



摘要規格

業務名

単位項目・工種・種別・細別

業務番号

数量

業務

項目

数量増減

設計内訳書（金抜き）

山本通山本跨線橋階段工構造検討業務 当　  初 設計業務

直接原価

直接原価

        1    式

直接経費及び間接原価（その他原価

        1    式

業務原価

        1    式

一般管理費等

        1    式

設計業務価格

        1    式

消費税等相当額

        1    式

業務委託料

        1    式

                                  札幌市- 2 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

階段工構造検討

2023.10
第  1号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

設計計画

式         1    内－   5号

設計計算

式         1    内－   6号

設計図

式         1    内－   7号

概算工事費算出

式         1    内－   8号

照査

式         1    内－   9号

報告書作成

式         1    内－  10号

現地踏査                

式         1    内－  11号

        合  計

                                  札幌市- 1 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

打合せ

2023.10
第  2号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

打合せ 3回 

業務         1    単－   1号

        合  計

                                  札幌市- 2 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

旅費交通費(率計上)

2023.10
第  3号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

旅費交通費率分（設計業務 滞在を伴わない 

）

式         1    内－  12号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

電子成果品作成費

2023.10
第  4号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

電子成果品作成費 概略・予備・詳細設計 

式         1    内－  13号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

設計計画

2023.10
第  5号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

主任技術者

人         0.2  

理事・技師長

人         0.4  

主任技師

人         1.4  

技師（Ａ）

人         2.4  

技師（Ｂ）

人         0.7  

        合  計

                                  札幌市- 5 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

設計計算

2023.10
第  6号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

理事・技師長

人         0.3  

主任技師

人         1.1  

技師（Ａ）

人         1.8  

技師（Ｂ）

人         4.7  

技師（Ｃ）

人         5.4  

        合  計

                                  札幌市- 6 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

設計図

2023.10
第  7号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

技師（Ｂ）

人         2.8  

技師（Ｃ）

人         4.3  

技術員

人         4.1  

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

概算工事費算出

2023.10
第  8号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

技師（Ａ）

人         0.7  

技師（Ｂ）

人         1.7  

技師（Ｃ）

人         2.9  

技術員

人         2.6  

        合  計

                                  札幌市- 8 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

照査

2023.10
第  9号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

理事・技師長

人         0.6  

主任技師

人         1.2  

技師（Ａ）

人         1.1  

技師（Ｂ）

人         1.2  

技師（Ｃ）

人         1.2  

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

報告書作成

2023.10
第  10号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

技師（Ａ）

人         0.4  

技師（Ｂ）

人         1.4  

技師（Ｃ）

人         1.5  

技術員

人         0.3  

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

現地踏査                                        

2023.10
第  11号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

主任技師

人         1.4  

技師（Ａ）

人         1.4  

技師（Ｂ）

人         1.4  

技師（Ｃ）

人         0.2  

        合  計

                                  札幌市- 11 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

旅費交通費率分（設計業務）

2023.10
第  12号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

旅費交通費率分（設計業務

）

式         1    

        合  計

                                  札幌市- 12 -



単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

電子成果品作成費

2023.10
第  13号内訳書 2023.10

1.000-00000002000

電子成果品作成費

式         1    

        合  計
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